
報道資料 

令和７年（２０２５年）１１月２８日 

 

懲 戒 処 分 に つ い て 

 

１ 被 処 分 者 熊本市立小学校教諭 （男性・５５歳） 

 

２ 処 分 内 容 戒告 

 

３ 処 分 事 由 地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反）、第２号（職務上の義務違反

又は職務怠慢）及び第３号（一般非行） 

 

４ 処分発令日 令和７年（２０２５年）１１月２８日 

 

５ 事実の概要 ・被処分者は、市有施設の敷地内での喫煙（以下「敷地内喫煙」という。）及

び勤務時間中の喫煙が禁止された令和元年（２０１９年）７月１日以降も、

勤務時間か休憩時間か意識することもなく、毎日１０本程度理科準備室で

喫煙を続けた。 

・令和５年度（２０２３年度）、敷地内喫煙及び勤務時間中の喫煙に関する調

査が行われ、令和元年（２０１９年）７月１日以降に敷地内喫煙及び勤務

時間中の喫煙を行った職員は自ら申告することが求められたが、被処分者

は、その申告を怠った。 

・被処分者は、令和７年度（２０２５年度）、初任者に対して範を示すべき、

初任者研修に係る校内指導教員という立場にありながら、被処分者の所属

校に勤務する初任者の教諭２名を誘って両名を敷地内喫煙に至らしめた。 

 

６ 関係者の処分 被処分者と共に敷地内喫煙を行った、被処分者の所属校に勤務する初任者の

教諭２名 それぞれ厳重注意（口頭） 

 

 

【参考】懲戒処分の指針（抜粋） 

第２ 標準例 

４ 一般服務関係 

(4) 勤務態度不良 

勤務時間中に職場を離脱（喫煙のための離脱を含む。）して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさ

せた職員は、減給又は戒告とする。 

(5) 敷地内喫煙 

敷地内禁煙となっている市の施設で喫煙した職員は、減給又は戒告とする。 

(7) 虚偽報告 

事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又
は戒告とする。 

 

問合せ先 
熊本市教育委員会事務局教職員課 
ＴＥＬ：０９６-３２８-２７２０ 
課 長：上村 清敬 


